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 平成29年度大阪府北河内保健医療協議会概要 
                                           

                 日時 平成２９年１２月１４日（木）午後２時～４時 

                 場所 枚方市立メセナ枚方会館 ６階 大会議室 

 

 

【議題】（１）協議会役員の選出について 

     副会長に枚方市歯科医師会の原委員が承認された。 

 

【議題】（２）第6次大阪府保健医療計画「圏域版」の評価について 

（資料に基づき、事務局から説明） 

資料1【北河内医療圏】第6次大阪府保健医療計画（圏域版）各種指標の年次推移 

（質疑応答・意見等） 

○小児死亡率（1～14才）について平成22年と平成27年を比較すると、大きく増え

ているように見える。割合ではなく実数を記載したほうがわかりやすいのでは。 

（主な大阪府の回答） 

○今後検討する。 

 

【議題】（３）第7次大阪府保健医療計画について 

（資料に基づき、事務局から説明） 

  資料2－1 平成29年度中に策定・改定する健康医療部関係計画（計8計画）について 

  資料2－2 第7次大阪府保健医療計画素案（概要版） 

  資料2－3 第7次大阪府保健医療計画目標値一覧（案） 

  資料2－4 第7次計画策定スケジュール（案） 

  資料2－5 基準病床数について 

  資料2－6 今後の「地域医療構想の推進」について 

  資料2－7 多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制（イメージ）国資料及び保健 

       医療計画に基づく精神疾患の協議の場 

  資料2－8 第7次大阪府保健医療計画 素案（第9章第3節 北河内二次医療圏） 

  資料2－9 第7次大阪府保健医療計画 素案（データ編：北河内） 

  資料2－10 大阪府保健医療計画に係る懇話会での説明及び意見 

  参考資料1 第7次大阪府保健医療計画 素案（第4章～6章） 

  参考資料2 第7次大阪府保健医療計画 北河内圏域編 補足資料（案） 

        疾病・事業別の医療体制と受療状況 

 

（質疑応答・意見等） 

○病床機能報告関連資料について、病棟単位での算出だが、病棟単位では実態が明

らかにならない。今後は病床単位で報告するのか明確にして頂きたい。病床単位

できちんとした現状をつかんでほしい。 

○医療資源投入量が見えるように、機能病床単位で考えてほしい。また、病棟単位 

でなく病床単位で細かい分析をお願いしたい。 

○今後、介護療養病床が介護医療院に転換し病床がなくなるが、地域医療構想等、

数字ばかり追いかけるのではなく経営者の本心を聞き、病院の核心に触れ進めて

いただきたい。 
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（主な大阪府の回答） 

   ○病床機能報告をベースに、DPCの診療データ等を用いて分析し、より精度を上げ 

た急性期、回復期病床を今後把握していきたい。 

      ○今後の地域医療構想の推進については、データ分析を基に圏域、経営者の意見を

踏まえ、方向性を議論し将来像を模索していきたい。議論ができる環境を整えて

平成30年度に2回、圏域において医療機関連絡会議（仮称）を開催したい。 

（まとめ） 

○資料2－8 第7次大阪府保健医療計画素案（第9章第3節 北河内二次医療圏）に

ついて承認された。 

 

【議題】（４）各懇話会の報告について 

    ・病床機能懇話会 

（資料に基づき、懇話会会長から報告） 

  資料3－1 病床機能懇話会 議事概要 

（質疑応答・意見等） 

  意見等なし 

 

 ・在宅医療懇話会 

（資料に基づき、懇話会事務局から報告） 

  資料3－2 在宅医療懇話会 議事概要 

（質疑応答・意見等） 

     ○在宅医療について市民への啓発が必要とあるが現在どのような状況か。 

○在宅医療、かかりつけ医というのは中々市民に理解が得られない。徐々に地道に 

広げていくしかない。 

 （主な大阪府の回答） 

     ○多職種連携について各市で取り組みが進み、医師・看護師以外の職種もかかわる 

ようになり、市民への周知が若干進んだと感じる。 

      

・医療懇話会 

（資料に基づき、懇話会事務局から報告） 

  資料3－3 医療懇話会 議事概要 

（質疑応答・意見等） 

  意見等なし 

 

・薬事懇話会 

（資料に基づき、懇話会会長から報告） 

  資料3－4 薬事懇話会 議事概要 

（質疑応答・意見等） 

  ○薬局の機能が拡大していることを受け、薬局機能情報として府民に情報提供する項

目を拡充する法令改正が行われたとあるが、具体的に何が変わったのか。また、情

報はどこでみれるのか。 

（主な大阪府の回答） 

      ○法改正により、事前に届出することで、急な在宅対応で薬局の薬剤師がやむを得ず

一時的な不在でも薬局を閉局することなく営業できるようになった。 
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          ○薬局機能情報については、大阪府のHPに掲載されている「薬局機能情報」により 

検索できる。 

 

・救急懇話会 

（資料に基づき、懇話会会長から報告） 

  資料3－1 救急懇話会 議事概要 

（質疑応答・意見等） 

  意見等なし 

 

【議題】（５）その他 

    （資料に基づき事務局から報告) 

      資料4－1 平成28年度 北河内圏域 救急告示病院の認定について 

      資料4－2 平成29年度 北河内圏域 救急告示病院の認定について 

    （質疑応答・意見等） 

      意見なし 

        


